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中津市の救急医療体制が新しくなります 
 

これまでの救急医療体制は、「初期救急（日曜・休日当番医院）」及び「二次救急体

制（救急告示病院等）」で維持してきましたが、休日や夜間は市民病院に一般外来患

者や救急患者が集中する傾向にあるため、体制の見直しをしました。 

６月からは、「日曜・休日当番医院」、「一般救急対応病院」、「高次救急対応病院」

に機能分化し、必要な時に適切な医療サービスを受けることができるように新しい体

制を整え、中津市・中津市医師会・中津市民病院と連携を図ります。 

 

※一般救急対応病院 

  救急告示病院・・・酒井病院、中津胃腸病院、梶原病院 

  専門疾患対応救急告示病院 

・・・川嶌整形外科病院、中津脳神経外科病院、松永循環器病院 

 

※高次救急対応病院 

中津市民病院（一般救急対応病院や日曜・休日当番医院の紹介状が必要です。） 

 

 

救急医療体制の周知 

 

■開始時期   平成３０年６月 

 

■周知方法   ・チラシを市報に挟み込みして配布する。 

        ・ポスターを医療機関や公共施設に掲示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合先】 

地域医療対策課 地域医療対策係 

担当：橋内 (TEL：0979-22-1111・内線 681） 



 



 


